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住宅宿泊事業法に基づく定期報告の提出義務違反者に対す
る措置の厳格化 
 

 京都市では、コロナ禍後からの観光客数の回復に伴い、宿泊施設に起因する騒音やごみ

出しなどの近隣トラブルが増加しています。 

このような中、本市は市民生活を最重要視し、住宅宿泊事業のさらなる適正な運営を確保

するため、民泊の規制強化の一環として、住宅宿泊事業法に基づく定期報告の提出義務違反

者に対する措置を厳格化します。 

 

１ 実施日 

  令和８年２月１日から 

 

２ 実施概要 

 住宅宿泊事業者は、法令に基づき 2 か月に 1 度、宿泊実績について本市に報告するこ

とが義務付けられている。 

 当該義務違反者に対し、これまでは、本市職員による督促や度重なる指導を重ねること

で義務を履行させていたが、提出期限を過ぎた場合、これまでの指導期間を短縮し、違反

者に対して速やかに業務改善命令、過料、業務停止命令及び公表を実施する。 

 

３ 厳格化の目的 

宿泊実績が速やかに報告されることにより、法が定める年間営業日数（原則１８０日）

の遵守状況や地域住民からの苦情の有無が確認可能となる。 

今回の厳格化は、定期報告の確実な履行を通じて、事業者の法令遵守意識を徹底させ、

事業運営の透明性を確保すること、さらに、年間営業日数の超過による無許可営業を抑制

し、地域住民からの苦情に対し、本市がより迅速かつ適切な対応を指導することが可能と

なることで、民泊に起因する近隣トラブルの減少を図ることを目的としている。 
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（参考） 

〇住宅宿泊事業法 （抄） 

（都道府県知事への定期報告） 

第１４条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生

労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定

期的に、都道府県知事に報告しなければならない。 

（業務改善命令）  

第１５条 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認め

るときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業

務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

（業務停止命令等）  

第１６条 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条

の規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部

の停止を命ずることができる。  

２ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条若しく

は前項の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成す

ることができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。  

（略） 

 

〇住宅宿泊事業法施行規則（抄） 

(住宅宿泊事業者の報告) 

第１２条 法第１４条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとす

る。 

一 届出住宅に人を宿泊させた日数 

二 宿泊者数 

三 延べ宿泊者数 

四 国籍別の宿泊者数の内訳 

２ 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の

十五日までに、それぞれの月の前二月における 前項各号に掲げる事項を、都道府県知事

に報告しなければならない。 

 

〇京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例（抄） 

（定期報告の際に行う報告及び提出書類） 

第１６条 住宅宿泊事業者は、法第１４条の規定による報告の際に、当該報告をする日の属

する月の前月及び前々月における届出住宅の周辺住民からの苦情の状況に関し次に掲げ

る事項を市⾧に報告しなければならない。 

(1) 苦情の件数 

(2) 苦情を受けた日時 

(3) 苦情の内容 



 

(4) 苦情への対応の状況 

(略) 

（勧告及び命令） 

第１７条 市⾧は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、

その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の

改善に必要な措置を採ることを勧告することができる。 

２ 市⾧は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったとき

は、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を採ることを命じることが

できる。 

（命令の公表） 

第２０条 市⾧は、住宅宿泊事業者に対し、法第１５条、第１６条第１項若しくは第２項若

しくは第４２条第２項又はこの条例第１７条第２項の規定による命令をしたときは、次

に掲げる事項を公表することができる。  

⑴ 当該命令を受けた住宅宿泊事業者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者

名並びに主たる事務所の所在地）  

⑵ 当該命令に係る届出住宅の所在地  

⑶ 当該命令の内容  

⑷ その他市⾧が必要と認める事項 

（過料） 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０,０００円以下の過料に処する。 

(1)第９条第１項若しくは第３項又は第１６条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者 

(略) 

 


